
家電リサイクル法対象品のリサイクル 

 

家電リサイクル法の対象品（電気冷蔵庫、電気冷凍庫、エアコン、テレビ（ブラウン管式、液晶

式及びプラズマ式のものに限る。）、電気洗濯機及び衣類乾燥機）は同法に基づきリサイクルするこ

とが義務づけられています。家電リサイクル法の対象品を廃棄しようとする場合は以下の方法によ

り行ってくださるようお願いします。 

 

１ 家電小売店において買い換える場合   

  家電小売店において家電リサイクル法の対象品を購入する際に購入したものと同種の家電

リサイクル法の対象品の引取りを求めた場合、当該家電小売店はこれを引き取る義務がありま

す。引き渡す際、当該家電小売店に次の２つの料金を支払ってください。 

① 収集運搬料金（引き取る家電小売店に支払うもので、金額は、同店に照会してください。） 

② リサイクル料金（メーカー等に支払うもので、その金額については当該家電小売店に照

会してください） 

 

２ 処分だけの場合で、当該処分する家電リサイクル法の対象品を購入した家電小売店が近くに

ある場合 

  当該家電小売店は引き取る義務があります。引き渡す際、当該家電小売店には次の２つの料

金を支払ってください。 

① 収集運搬料金（引き取る家電小売店に支払うもので、金額は、同店に照会してください。） 

② リサイクル料金（メーカー等に支払うもので、その金額については当該家電小売店に照

会してください） 

 

３ 処分だけの場合で、当該処分する家電リサイクル法の対象品を買った小売店の場所が遠かっ

たり、当該家電小売店が分からなかった場合、次の２つのケースに分かれます。 

（ケース 1）所有者自らが指定取引場所（下記参照）に運搬し、引き渡す場合 

（ケース２）市に回収を依頼する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ケース 1） 所有者自らがメーカーの指定引取り場所へ運搬する場合 

 

費用  リサイクル料金のみ 

 

＊下記リサイクル対象法品料金表は標準的なものであり、リサイクル料金は、メー

カー、製品、大きさ等により異なりますので郵便局振込方式 家電リサイクル券シ

ステム（合本）により確認してください。 

 

 

１ 先ず、次の情報を確認してください。 

１）製造メーカー等 ２）製品の種類 ３）電気冷蔵庫・電気冷蔵

庫の場合は内容量 ４）テレビの場合は画面サイズ 

２ 郵便局窓口 で郵便局方式の家電リサイクル券を入手し備え付

けの「料金郵便局振込方式 家電リサイクル券システム（合本）」等

を参考に所定事項を記入してください。 

３ 上記１の情報を基に上記の合本等でリサイクル料金額を確認し、上

記２の家電リサイクル券の一部である振替払込書を用いてＡＴＭ又

は窓口で上記リサイクル金額を振り込んでください。その際、振込み

手数料が必要です。 

           ４ 上記合本を参考に、振替払込受付証明書に郵便局の日付印の押印を

求めてださい。 

 ５ 当該日付印の押印のある振替払込受付証明書を上記合本を参考に

家電リサイクル券の現品貼付用片の所定の欄に添付してください。 

 ６  上記の家電リサイクル券と家電リサイクル法対象品の双方を指定

引取場所に運搬し、引き渡してください 

 

  

Ａ：高島運輸㈱ 

Ｂ：日本通運㈱ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 高島運輸㈱ 彦根営業所   所在地 多賀町中川原４５４番地２ 

      ＴＥＬ ２１－３５４０ 

日本通運㈱ 彦根支店    所在地 多賀町中川原４５３番地３ 

ＴＥＬ ２６－０２０２ 

 

 

 
 

 

リサイクル料金の 

振り込み 

（ 郵 便 局 ） 

搬入先の確認 

 

リサイクル法対象品の 

搬    入 

搬入場所の所在地および連絡先
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市
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至大津
指定引取場所

彦根Ｉ・Ｃ

至米原

国
道
８
号

国道外町

B
A

多賀町
中川原

営業日 月曜日～土曜日（日・祝祭日・年末年始・お盆休みを除く） 

   営業時間 ９：００～１７：００ 



 

（ケース２） 市が回収しメーカー指定引取り場所へ運搬する場合 

 

費用  収集運搬料金（下記市に依頼した場合のリサイクル法対象品収集運搬料金参照）＋リ

サイクル料金 

 

＊下記リサイクル法対象品料金表は標準的なものであり、リサイクル料金は、メー

カー、製品、大きさ等により異なりますので郵便局振込方式 家電リサイクル券シ

ステム（合本）により確認してください。 

 

１ 先ず、次の情報を確認してください。 

１）製造メーカー等 ２）製品の種類 ３）電気冷蔵庫・電気冷蔵

庫の場合は内容量 ４）テレビの場合は画面サイズ 

２ 郵便局窓口で郵便局方式の家電リサイクル券システム券を入

手し、備え付けの「料金郵便局振込方式 家電リサイクル券シス

テム（合本）等を参考に所定事項を記入してください。 

３ 上記１の情報を基に上記の合本等でリサイクル料金額を確認し、

上記２の家電リサイクル券の 一部である振替払込書を用いてＡ

ＴＭ又は窓口で上記リサイクル金額を振り込んでください。その

際、振込み手数料が必要です。 

４ 上記合本を参考に、振替払込受付証明書に郵便局の日付印の押印

を求めてださい。 

５ 当該日付印の押印のある振替払込受付証明書を上記合本を参考

に家電リサイクル券の現品貼付用片の所定の欄に添付してくだ

さい。 

               

６ 電話等による事前予約となります。（電話 22-2734） 

７ 家電リサイクル法対象品を指定された日の朝８時３０分までに

朝家の外まで出していただくことになります。 

８ 家電リサイクル券を回収時にお渡し願います。 

９ 下記の運搬料金は、回収時にお支払い願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気洗濯機・衣類乾燥機 １点につき１,８００円 

テレビ（ブラウン管方式液晶、プラズマ型） １点につき２,１００円 

エアコン（屋外機を含む） １点につき３,０００円 

電気冷蔵庫・電気冷凍庫 １点につき３,４００円 

市に依頼した場合のリサイクル法対象品収集運搬料金 

リサイクル料金の 

振り込み 

（ 郵 便 局 ） 

運搬依頼 

（清掃ｾﾝﾀｰ） 



 

リサイクル料金は、メーカーや大きさにより異なりますので、下記内容を調べて「郵便局」 

もしくは「家電リサイクル券センター」で確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

家電リサイクルの詳細については家電リサイクル券センターまでお問い合わせください。 

フリーダイヤル ０１２０－３１９６４０  （受付時間：午前 9時～午後 5時（日・祝休）） 

 

 

１７１ℓ以上 電気冷蔵庫・電気冷

凍庫 
１７０ℓ以下 

内容積とメー

カーを確認く

ださい 

エ ア コ ン メーカーを確認ください 

１６型以上 テ  レ  ビ 

（ブラウン管方式 

液晶、プラズマ型） 
１５型以下 

画面サイズと

メーカーを確

認ください 

電気洗濯機・衣類乾

燥機 
メーカーを確認ください 

彦根市清掃センター平成 21 年 12 月作成  

リサイクル対象品料金表（参考） 


